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三 戸 町 電 子 地 域 通 貨 導 入 業 務 

青 森 県 三 戸 町 

（ 担 当 ： 総 務 課 ） 

に係る公募型プロポーザル実施要項 
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１ 業務の目的 

三戸町では、臨時的な現金や商品券の給付等、町民向け支援策を実施する際の振り込み、精算等の 

事務に係るマンパワーやコストを削減するとともに、地域内の経済循環を促し町内経済の発展を図るた

め、デジタル技術を用いた電子地域通貨を導入することとし、そのための導入業務を実施する。 

本件業務の委託にあたっては、一般公募型プロポーザル選定方式により広く事業者を募集し、その企

画提案を評価するとともに、事業者の本件業務に対する技術力・業務遂行能力、信頼性・社会性及び見

積額等を総合的に判断し、最適な事業者を選定する。  

なお、本プロポーザルは、三戸町令和８年度補正予算成立を前提とした事前準備手続きであり、予算

成立後に効力を生じる業務である。したがって、三戸町議会において本件に関する予算が成立しなかっ

た場合は、委託契約を締結しないものとする。 

 

２ 業務の概要 

（１）業 務 名  三戸町電子地域通貨導入業務 

（２）業 務 内 容  別紙「業務委託仕様書」のとおり 

（３）業 務 期 間  契約締結日から令和９年３月３１日まで 

（４）予算限度額  １７，３１４，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

  

３ 担   当 

青森県三戸郡三戸町大字在府小路町４３番地 

青森県三戸町役場 総務課 管財班 

  担当：中村 大樹 

  電話：０１７９－２０－１１１１（直通） 

  F A X：０１７９－２０－１１０２ 

  Mail：soumu@town.sannohe.lg.jp 

 

４ 参 加 要 件 

 本プロポーザルへの参加を希望する事業者は、次の要件をすべて満たすことが必要である。 

（１）令和８・９年度三戸町一般競争（指名競争）参加資格審査申請書の提出がされていること。

（本プロポーザルの参加申込に当たり、新規提出可） 

※ 提出書類等については町ＨＰ参照のこと。メインタブ「産業・しごと」→「一般競争（指

名競争）参加資格審査申請について」 

URL：https://www.town.sannohe.aomori.jp/shigoto_sangyo/2/5635.html 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項及び同条第２項の規定

に基づく町の入札制限を受けていないこと。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立及び民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立がなされていないこと。 

（４）指名停止の措置を受けていないこと。 

（５）国税、都道府県税及び市町村民税の滞納がないこと。 

（６）宗教活動及び政治活動を主たる目的とする者ではないこと。 

https://www.town.sannohe.aomori.jp/shigoto_sangyo/2/5635.html
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５ スケジュール 

 

６ 参加表明手続 

  本プロポーザルへの参加を希望する事業者は、参加意向申出書（様式１）により参加表明を行う

ものとし、町は、参加要件を確認の上、参加意向申出書を提出した者に対し、参加資格審査結果通

知書により、審査結果を通知するものとする。 

  なお、参加意向申出書提出後、参加を辞退する場合は、辞退届（任意様式）を提出すること。 

 （１）表明期限      

    原本：令和８年７月１３日（月）１７：００（必着） 

（２）表明方法      

参加意向申出書（様式１）に会社の概要が分かる書類を添えて、本要項「３担当」に記載の

担当あてに、電子データにより送信するとともに、原本を郵送又は持参により提出すること。 

（３）参加資格確認通知日等 

① 通 知 日：令和８年７月１４日（火）※予定 

   ② 通 知 方 法：参加資格審査結果通知書により、通知日の午後３時までに、参加表明のあっ 

た全事業者に電子メールで通知後、当該文書を郵送する。 

           ※ 参加意向申出書に記載のメールアドレスに電子メールが届かないときは、 

至急、電話で御連絡ください。 

７ 質疑・応答 

（１）質問書の提出 

   ① 提出方法 

質問書（様式２）を、本要項「３担当」に記載の担当あてに、メールで提出すること。 

※メールを受信した場合、受信確認メールを送信アドレスに返信するので、質問書添付の

メール送信日の翌日までに受信確認メールが届かないときは、至急、電話又はＦＡＸで

連絡すること。 

   ② 受付期限 

  令和８年７月２日（木）１２時（必着） 

 （２）質問書に対する回答 

    回答は、全ての質問を取りまとめた上で、令和８年７月３日（金）までに三戸町ホームペー

ジへの掲載により行うものとする。 

内容 日程 備考 

公告（公募開始）  令和８年６月２６日（金）  町ホームページ掲載  

質問書提出期限  令和８年７月 ２日（木）   

質問回答期限  令和８年７月 ３日（金）  町ホームページ掲載  

参加表明書 〆切 令和８年７月１３日（月）  

企画提案書等の提出期限  令和８年７月２１日（火）   

審査（プレゼンテーション）  令和８年７月２４日（金）PM  （予定）  

審査結果の通知  令和８年７月２８日（火）  町ホームページ掲載  

契約締結  令和８年７月２８日～   
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８ 提案書作成等 

  別紙三戸町電子地域通貨導入業務に基づき、以下の内容により、書類を作成し、１０部提出する

こと。 

 （１）提出書類 

   ① 企画提案書 

     提案内容については下記（２）を参照すること。 

   ② 見積書 

     別紙で内訳がわかるもの 

   ③ 電子地域通貨システム基本機能要件 

 （２）提案内容 

    企画提案書は、次の事項について必ずすること。 

① 導入システムについて 

 ア 概要 

 イ 操作性、デザイン等 

 ウ アプリの機能 

 エ カードの機能 

 オ 管理アプリの機能 

 カ データ管理、情報セキュリティ等 

② 統括責任者及び業務実施体制 

   ③ 実施スケジュール 

④ 費用（導入年度の費用に加えて、翌年度以降のランニングコストについても記載すること） 

⑤ 自治体における導入実績 

（３）提出方法 

   紙媒体による持参又は郵送及び電子データ（ＰＤＦデータに限る） 

（４）提出先 

   「３担当」に記載の担当へ提出すること。 

（５）提出期限 

   令和８年７月２１日（火）午後５時（必着） 

 

９ 失格事項 

 次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

・提出期限までに企画提案書を提出しない場合 

・提出書類に虚偽の内容が記載されていた場合 

・審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

・本要綱に違反すると認められる行為があった場合 

・受託候補者の特定後、本要綱に基づく契約締結までの間において、三戸町から指名停止 

措置を受けた場合 

・その他、町が指示した事項に違反する場合 
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10 審査方法、評価基準 

（１）審査方法 

提案の審査・評価は、「三戸町電子地域通貨導入業務プロポーザル審査会」（以下「審査会」

という。）において、提案内容について総合的に評価し、評価点が１位となった事業者１者を候

補受託者として特定する。 

なお、評価点数が同点の場合は、見積額の安価な事業者を上位とする。 

（２）プレゼンテーション及びヒアリングによる評価の実施 

   ① 企画提案書のプレゼンテーションは、説明時間を３０分とし、その後１５分程度の質疑時

間を設ける。ただし、企画提案の数によっては調整する場合があります。 

※ オンラインによるプレゼンテーションも可とする。 

    ・ プレゼンテーションの順番については、電子メールにより、別途通知する。 

・ 当日、配付資料がある場合は、１０部用意すること。 

    ・ プロジェクター及びスクリーンは本町が準備する。それ以外の機材が必要な場合は、担

当者と協議すること。 

     【その他貸出可能機材】ＨＤＭＩケーブル、ＵＳＢ－Ｂタイプ、ＶＧＡケーブル 

   ② 開催日時、場所 

    ・ 開催日時 令和８年７月２４日（金） 午後 1時 30分より 

    ・ 開催場所 三戸町役場４Ｆ 大会議室 

（３）審査結果 

審査結果は、令和８年７月２８日（火）を目途に決定し、以後、提案者に文書で通知する。

なお、審査結果に関する質問又は異議は受け付けない。 

（４）評価基準 

    企画提案書及びプレゼンテーション等により、次の審査項目に基づき審査及び評価を行う。 

    ① 事業者の業務遂行能力 

    ② 提案内容の適切性・有効性 

    ③ 本業務遂行の確実性 

    ④ 見積価格の妥当性 

（５）留意事項  

    ア 提案者が１者だけの場合  

各審査委員の評価点数の合計が満点の６割以上であることを条件として、審査委員の協議

により、その提案者を優先交渉権者とする。  

イ 辞退 

審査の参加を辞退する場合は、辞退届（任意）を、参加表明書の提出期限内に提出するこ

と（郵送可）。 

 

11 受託候補者の特定 

  提案内容を総合的に審査・評価し、評価合計点が最も高い者を受託候補者として特定する。 

 

12 契約に関する基本的事項 
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  受託候補者の特定後、町と受託候補者は、提案内容に基づき業務内容及び契約条件の協議を行い、

合意したのちに契約を締結する。なお、契約にあたっての主な留意事項は次のとおりである。 

（１）契約にあたり、契約書を作成し、各１通を保有する。 

（２）企画提案の内容をそのまま委託するものではないこと。 

（３）提案された企画提案内容をもとに委託業務仕様書を作成し契約する。 

（４）業務の全部又は一部について、町の承諾なしに他者に再委託することはできない。 

（５）審査会による特定後、受託候補者から辞退の申し出があったとき若しくは契約の相手方とし

て不適格であると判断されたときは、契約を締結しない場合がある。この場合において、町は

受託候補者が要した費用を補償しない。 

 

13 その他 

（１）提出された企画提案書は、誤字・脱字等軽微なものを除き、変更、差し替え若しくは再提出

は認めない。 

（２）本プロポーザル参加に伴う費用は、参加者の負担とする。 

（３）提出された企画提案書は、返却しない。 

（４）提出された企画提案書は、原則として公表しない。 

 

14 留意事項 
（１）本企画提案に係る費用は、提案者の負担とする。  

（２）提案書作成のために本町から受領した資料等は、本町の承諾なく公表し、または使用しては

ならない。  

（３）提出された書類は、提案者に無断で本プロポーザルの目的以外の目的には使用しない。  

（４）提出された書類は、返却しない。  

（５）提出する書類は、再提出または差し替えは認めない。  

（６）選定委員会の構成員、提案者等の内容についての質問は一切受け付けない。また、異議申し

立ては認めない。  

（７）優先交渉権者が、本提案実施要領「4参加要件」で記載された資格を失った場合、または、 

「9.失格事項」により失格となった場合は、次点提案者を契約候補者とする。  

（８）著作権等第三者の権利に対する侵害の内容の無いよう、十分留意すること。これらの問題が

生じた場合は、提案者が責任を負うものとする。 


